
（別紙）
平成 27 年 3月 2日

平成２７年　第２回豊見城市議会定例会について（審議事項）
№

計：３５件

1 議案第 1 号

2 議案第 2 号

3 議案第 3 号

4 議案第 4 号

5 議案第 5 号

6 議案第 6 号

7 議案第 7 号

8 議案第 8 号

9 議案第 9 号

10 議案第 10 号

11 議案第 11 号

12 議案第 12 号

13 議案第 13 号

14 議案第 14 号

15 議案第 15 号

16 議案第 16 号

17 議案第 17 号

18 議案第 18 号

19 議案第 19 号

20 議案第 20 号

21 議案第 21 号

22 議案第 22 号

23 議案第 23 号

　予算総額を歳入歳出それぞれ44,284千円とする提案となっています。

　工事負担金の減に伴う補正を行う提案となっています。

　行政手続法の一部改正により、所要の改正を行うものです。

　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20,860千円を減額し、予算
総額をそれぞれ167,265千円とする補正を行う提案となっています。

　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,771千円を追加し、予算総
額をそれぞれ20,380千円とする補正を行う提案となっています。

　人事院及び沖縄県人事委員会の給与勧告並びに他市町村の給与改定
状況等を考慮して、本市の任期付職員の給与を改定する必要があるた
め、所要の改正を行うものです。

　年間総給水量を6,422千立方メートルとし、主な建設事業としては、渡橋
名ポンプ場他緊急遮断弁設置工事を予定しており、その予算規模は
1,846,198千円とする提案となっています。

　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ71,207千円を追加し、予算総
額をそれぞれ25,852,193千円とするとともに、繰越明許費及び地方債の補
正を行う提案となっています。

　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ104,875千円を減額し、予
算総額をそれぞれ7,565,173千円とする補正を行う提案となっています。

　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,003千円を追加し、予算総
額をそれぞれ350,353千円とする補正を行う提案となっています。

Ｈ Ｐ 掲 載 資 料

　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,997千円を追加し、予算総
額をそれぞれ1,022,669千円とするとともに、繰越明許費及び地方債の補
正を行う提案となっています。

内 容 等

平成２７年度豊見城市下水道事業特別会計
予算

平成２７年度豊見城市一般会計予算
　予算総額を歳入歳出それぞれ23,541,000千円とする提案となっていま
す。

　予算総額を歳入歳出それぞれ8,410,260千円とする提案となっています。

　予算総額を歳入歳出それぞれ335,486千円とする提案となっています。

　予算総額を歳入歳出それぞれ974,609千円とする提案となっています。

　予算総額を歳入歳出それぞれ10,425千円とする提案となっています。

議 案 №

平成２７年度豊見城市育英会特別会計予算

平成２７年度豊見城市後期高齢者医療特別
会計予算

平成２７年度豊見城市国民健康保険特別会
計予算

１，議案

平成２６年度豊見城市育英会特別会計補正
予算（第１号）

案 件 等

平成２７年度豊見城市農業集落排水事業特
別会計予算

　予算総額を歳入歳出それぞれ129,030千円とする提案となっています。

平成２６年度豊見城市下水道事業特別会計
補正予算（第３号）

平成２７年度豊見城市土地区画整理事業特
別会計予算

平成２７年度豊見城市水道事業会計予算

平成２６年度豊見城市一般会計補正予算（第
７号）

平成２６年度豊見城市国民健康保険特別会
計補正予算（第４号）

平成２６年度豊見城市後期高齢者医療特別
会計補正予算（第３号）

平成２６年度豊見城市土地区画整理事業特
別会計補正予算（第３号）

　本市の厳しい財政状況を勘案し、常勤特別職員の給料月額等について
減額の措置を行うとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
の改正にあわせ、所要の改正を行うものです。

平成２６年度豊見城市水道事業会計補正予
算（第３号）

豊見城市行政手続条例の一部改正について

常勤特別職員の給与及び旅費に関する条例
の一部改正について

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件
に関する条例の一部改正について

豊見城市一般職の任期付職員の採用等に
関する条例の一部改正について

豊見城市一般職員の給与に関する条例の一
部改正について

　人事院及び沖縄県人事委員会の給与勧告並びに他市町村の給与改定
状況等を考慮して、本市の一般職員の給与を改定する必要があり、また、
あわせて平成27年4月に係長制から班長制へ移行することに伴い、文言
の整備を行う必要があるため、所要の改正を行うものです。

教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務
専念義務の特例に関する条例の制定につい
て

　本市の厳しい財政状況を勘案し、教育長の給料月額等について減額の
措置を行うとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正
にあわせ、所要の改正を行うものです。

豊見城市職員定数条例の一部改正について
　増大する行政及び消防需要に対応するため、市長の事務部局職員及び
消防職員の定数を増員する提案です。

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育長の
勤務時間等について定める必要があるため、条例を制定するものです。

豊見城市附属機関の設置に関する条例の一
部改正について

　豊見城市景観まちづくり審議会等の設置の必要性及び地方教育行政の
組織及び運営に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うものです。



№

24 議案第 24 号

25 議案第 25 号

26 議案第 26 号

27 議案第 27 号

28 議案第 28 号

29 議案第 29 号

30 議案第 30 号

31 議案第 31 号

32 議案第 32 号

33 議案第 33 号

34 議案第 34 号

35 議案第 35 号

計：１件

1 諮問第 1 号

計：１件

1 同意案第 1 号

計：２件

1 承認第 1 号

2 承認第 2 号

計：３件

1 報告第 1 号

2 報告第 2 号

3 報告第 3 号

　豊見城市立幼稚園にて給食の提供をするため、所要の改正を行うもの
です。

　地方自治法第260条第1項の規定により、字の区域を変更する必要があ
るため、議会の議決を求めるものです。

内 容 等

市道の路線認定について

豊見城市立学校給食センター設置条例の一
部改正について

　都市計画法第40条に基づく公共施設の帰属に伴い、道路法第8条第2項
の規定により、議会の議決を求めるものです。

豊見城市国民健康保険税条例の一部改正
について

　国民健康保険税における資産割額の廃止のため、所要の改正を行うも
のです。

２，諮問

人権擁護委員候補者の推薦について

議 案 № 案 件 等

豊見城市立幼稚園入園料及び保育料徴収
条例の一部改正について

　人権擁護委員法第6条の規定により、議会の意見を求め、法務大臣に
推薦する必要があることから、議会の意見を求めるものです。

豊見城市民体育館の設置及び管理に関する
条例の一部改正について

　豊見城市民体育館における利用種目の追加にあたり、所要の改正を行
うものです。

豊見城市子どものための教育・保育に関する
利用者負担額を定める条例の制定について

物品売買契約の変更契約の締結について
（体育器具）

　子ども・子育て支援法の制定に伴い、条例の制定が必要となることか
ら、新たに制定するものです。

　物品売買契約の変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契
約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決
を求めるものです。

字の区域の変更について

豊見城市廃棄物の減量化の推進及び適正
処理に関する条例の一部改正について

豊見城市保育所の保育の実施に関する条例
の廃止について

　児童福祉法の改正により、保育に欠ける要件について条例で定める必
要が無くなったことから、条例を廃止するものです。

　子ども・子育て支援法が施行されることに伴い、市立幼稚園の保育料の
見直しを行うため、所要の改正を行うものです。

　固定資産評価審査委員会委員の選任については、地方税法第423条第
3項の規定により、議会の同意を求めるものです。

４，承認
専決処分の承認を求めることについて（平成
26年度豊見城市一般会計補正予算（専決第
１号））

　地方自治法第179条第1項の規定により、平成26年度豊見城市一般会
計補正予算（専決第1号）を専決処分したので、同条第3項の規定により議
会に報告し、承認を求めるものです。

非常勤特別職員の報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部改正について

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、所要の改
正を行うものです。

豊見城市立幼稚園預かり保育料徴収条例の
一部改正について

　市立幼稚園の預かり保育料の見直しのため、所要の改正を行うもので
す。

専決処分の報告について（一般車両破損に
よる損害賠償の額の決定及び和解につい
て）

　条例に規定する一般廃棄物の処分等手数料とごみ袋の店頭価格を合
わせるため、所要の改正を行うものです。

　専決処分の報告については、損害賠償の額の決定及び和解について地
方自治法第180条第1項の規定により専決処分したので、同条第2項の規
定により、議会に報告するものです。

専決処分の承認を求めることについて（控訴
の提起）

　地方自治法第179条第1項の規定により、控訴の提起を専決処分したの
で、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。

５，報告

専決処分の報告について（車両事故に対す
る損害賠償の額の決定及び和解について）

専決処分の報告について（市民農園内で発
生した事故に対する損害賠償の額の決定及
び和解について）

３，同意

固定資産評価審査委員会委員の選任につい
て


